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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウィンドウワイパープレート（１）であって、
　－中空ロッド（５）の形態を成す支持要素と、
　－ウィンドウワイパーブレード駆動シャフト（１１）を支持するためのチューブ（９）
を備える少なくとも１つのウィンドウワイパーシステムベアリング（７）であって、前記
チューブ（９）が、前記中空ロッド（５）と協働するための突出部（１５）を有し、前記
突出部（１５）が前記中空ロッド（５）を固定するための固定域（１８）を備え、　前記
中空ロッド（５）内へ水が流れ込むのを防ぐように、前記突出部（１５）は、前記チュー
ブ（９）から距離を隔てて配置されるカラー（２５）を有する、少なくとも１つのウィン
ドウワイパーシステムベアリング（７）と、を備え
　前記カラー（２５）は一方向に伸長された形状を有し、
　組み立て位置において、前記カラー（２５）は、前記チューブ（９）と前記中空ロッド
（５）の基端（１６）との間で延び、前記固定域（１８）は前記中空ロッドによって覆わ
れる、ウィンドウワイパープレート（１）。
【請求項２】
　前記固定域（１８）は、前記チューブ（９）の反対側にある前記突出部（１５）の自由
端の近傍で延びることを特徴とする請求項１に記載のウィンドウワイパープレート。
【請求項３】
　前記カラー（２５）が前記突出部（１５）と一体に形成されることを特徴とする請求項
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１又は２に記載のウィンドウワイパープレート。
【請求項４】
　前記カラー（２５）が付加部品であることを特徴とする請求項１又は２に記載のウィン
ドウワイパープレート。
【請求項５】
　前記カラー（２５）が金属から形成されることを特徴とする請求項１から４のいずれか
一項に記載のウィンドウワイパープレート。
【請求項６】
　前記カラー（２５）は、プラスチック又は弾性材料から、特にエラストマーから、形成
されることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のウィンドウワイパープレ
ート。
【請求項７】
　前記カラー（２５）は、水偏向器を形成するように前記突出部（１５）の外周から突出
しつつ延びることを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載のウィンドウワイパ
ープレート。
【請求項８】
　前記カラー（２５）の主軸は、前記チューブ（９）の軸によって及び前記中空ロッド（
５）が周囲で延びる軸によって画定される平面内に含まれることを特徴とする請求項１か
ら７のいずれか一項に記載のウィンドウワイパープレート。
【請求項９】
　前記カラー（２５）の主軸は、前記チューブ（９）の軸と平行である或いは前記突出部
（１５）の軸に対して垂直であることを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載
のウィンドウワイパープレート。
【請求項１０】
　前記突出部（１５）が補強リブ（１７Ａ，１７Ｂ）を有することを特徴とする請求項１
から９のいずれか一項に記載のウィンドウワイパープレート。
【請求項１１】
　前記補強リブ（１７Ａ，１７Ｂ）は、前記チューブ（９）の軸と平行な軸に沿って前記
突出部（１５）の両側で延びることを特徴とする請求項１０に記載のウィンドウワイパー
プレート。
【請求項１２】
　前記カラー（２５）が前記補強リブ（１７Ａ，１７Ｂ）の高さに配置されることを特徴
とする請求項１０又は請求項１１に記載のウィンドウワイパープレート。
【請求項１３】
　前記カラー（２５）が前記補強リブ（１７Ａ，１７Ｂ）から突出しつつ延びることを特
徴とする請求項１２に記載のウィンドウワイパープレート。
【請求項１４】
　前記チューブ（９）は、前記ウィンドウワイパーブレード駆動シャフト（１１）と協働
するためのキャップ（１３）を有し、前記カラー（２５）は、前記チューブ（９）の軸に
対する前記キャップ（１３）のオフセットを越えて配置されることを特徴とする請求項１
から１３のいずれか一項に記載のウィンドウワイパープレート。
【請求項１５】
　前記カラー（２５）は、前記チューブ（９）と前記中空ロッド（５）との間において前
記突出部（１５）の周囲で延び、前記カラー（２５）が前記中空ロッド（５）から解放さ
れることを特徴とする請求項１から１４のいずれか一項に記載のウィンドウワイパープレ
ート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に自動車両用の、ウィンドウワイパープレートに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　例えばドイツ特許出願公開第２９２０８９９号明細書及び国際特許出願公開第９９１４
０８６号明細書の文献は、少なくとも１つのウィンドウワイパーベアリングと前記ベアリ
ングにより支持される突出部を介して協働する中空ロッドの形態を成す支持要素により構
成されるウィンドウワイパープレートを開示する。
【０００３】
　ウィンドウワイパーベアリングは、一般にウィンドウワイパーアームとウィンドウワイ
パーブレードとから構成されるウィンドウワイパー装置に接続される駆動シャフトのため
の支持体として及び／又は自動車両の車体上に固定するための要素として使用される場合
がある。
【０００４】
　中空ロッドの形態を成す支持要素の端部は、ベアリングと中空ロッドとの間の取り外し
不可能な接続をもたらすような態様で、リベットなどの任意の既知の手段により、或いは
、前述の出願において更に正確に記載されるように、中空ロッドの形態を成す支持要素の
セグメントを突出部により支持される凹部内へ挿入することにより、突出部に対して固定
態様で接続される。
【０００５】
　しかしながら、これらの異なるタイプの接続は、多くの欠点を与える。
【０００６】
　確かに、中空ロッドと突出部との組み付けは、突出部の周囲にわたる前記中空ロッドの
摺動を可能にするある程度の直径隙間を２つの部品間に伴ってのみ達成され得る。
【０００７】
　例えばリベット結合される取り外し不可能な接続の場合には、突出部とロッドとの間の
隙間が存続し、それにより、中空ロッドの表面と突出部との間に円として配置される間隙
が形成される。同様に、セグメントを凹部の内側に挿入することによる取り外し不可能な
接続の作業中、中空ロッドの形態を成す支持要素が突出部で変形され、それにより、中空
ロッドの内壁と突出部の外壁との間の間隙の容積が増大する。
【０００８】
　この間隙は、中空ロッドの形態を成す支持要素の内側に入り込んで支持要素内に蓄積す
る水噴射などの望ましくない不純物の進入を可能にする。
【０００９】
　中空ロッド内のこの水は、中空ロッドの酸化の現象を経時的に引き起こし、それにより
、場合により、長期的には、中空ロッドの破裂をもたらし、また、車両の縦揺れの場合に
は、この水が、間隙を介して出現して車体の隣接する要素と接触し、それにより、潜在的
に、同様に、車体の隣接する部分の酸化の現象を引き起こす。
【００１０】
　この水が中空ロッド内で凍る際には、更なる問題が生じる場合があり、それにより、特
に繰り返される冬季の氷結及び解氷の間にわたって、中空ロッドの構造が望ましくなく変
化される場合もあり、その結果、中空ロッドが突出部から外れる場合がある。
【００１１】
　水が中空ロッド内に入ることができないようにする目的で、フランス特許第２６７０７
３０号明細書の文献は、例えば中空ロッド内に挿入されて中空ロッドを取り囲む弾性材料
から形成されるシールの形態を成す、ベアリングに対する中空ロッドのためのシール手段
を設けるとともに、ベアリングの接続突出部も設けることを提案した。
【００１２】
　しかしながら、この解決策は、高価であるとともに、特定のシール装着作業を必要とす
る。更に、長期間にわたって、特に車両の寿命の全体にわたって、すなわち、１０～１５
年間にわたって耐漏れ性を保証できるようにするために、選択される弾性材料は、高価で
あるとともに、シールが晒される温度変化（夏／冬、日なた／日陰等）を受けて弾力性を



(4) JP 6685275 B2 2020.4.22

10

20

30

40

50

失うことにより同様に耐漏れ性の損失をもたらさないように優れた品質を有さなければな
らない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】ドイツ特許出願公開第２９２０８９９号明細書
【特許文献２】国際特許出願公開第９９１４０８６号明細書
【特許文献３】フランス特許第２６７０７３０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、中空ロッドの形態を成す支持要素内へ水が流れ込むことを防止できるように
する低コストのウィンドウワイパープレートを提供することによって前述した欠点を少な
くとも部分的に改善することを提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　そのために、本発明の主題は、ウィンドウワイパーブレード駆動シャフトを支持するた
めのチューブを備え、チューブが中空チューブの形態を成す支持要素と協働するための突
出部を有する、ウィンドウワイパーシステムベアリングであって、突出部がチューブから
距離を隔てて配置されるカラーを有することを特徴とするウィンドウワイパーシステムベ
アリングである。
【００１６】
　したがって、カラーは、水流の進路を偏向させて、水が中空ロッド内へ入り込むことを
防止する。この解決策は、実施が容易であり、非常に有効であるとともに、複雑な装着作
業を必要としない。
【００１７】
　ウィンドウワイパーベアリングは、単独で又は組み合わせて解釈される以下の特徴のう
ちの１つ以上を更に備えてもよい。
【００１８】
　－　カラーは、突出部と一体に形成されてもよく、或いは代わりに、突出部の周囲の付
加部品であってもよい；
　－　カラーは、例えば、金属から形成されてもよく、又は、更なる態様によれば、プラ
スチック又は弾性材料から、特にエラストマーから形成されてもよい。
【００１９】
　カラーが水偏向器を形成するように突出部の外周から突出しつつ延びるようになってい
てもよい。
【００２０】
　また、このカラーが一方向に伸長された形状を有し、カラーの主軸が、支持チューブの
軸によって及び中空ロッドが周囲で略対称的に延びる軸によって画定される平面内に含ま
れるようになっていてもよい。加えて、一方向に伸長された形状のカラーのこの主軸は、
例えば、支持チューブの軸と平行であってもよく或いは突出部の軸に対して垂直であって
もよい。
【００２１】
　単独で又は組み合わせて解釈される更なる一連の特徴によれば、突出部が補強リブを有
するようになっていてもよく、また、
　－　これらのリブがチューブの軸と平行な軸に沿って突出部の両側で延びるようになっ
ていてもよく、
　－　カラーが補強リブの高さに配置されるようになっていてもよく、
　－　カラーがこれらの補強リブから突出しつつ延びるようになっていてもよい。
【００２２】



(5) JP 6685275 B2 2020.4.22

10

20

30

40

50

　支持チューブがリンクピンと協働するためのキャップを有する場合、カラーは、例えば
、支持チューブの軸に対するキャップのオフセットを越えて配置される。
【００２３】
　本発明の更なる主題は、中空ロッドの形態を成す支持要素と、一方ではウィンドウワイ
パーブレード駆動シャフトを支持するためのチューブを備えるとともに他方では中空ロッ
ドの形態を成す支持要素と協働するための突出部を備える少なくとも１つのウィンドウワ
イパーシステムベアリングとを備える特に自動車両用のウィンドウワイパープレートであ
って、突出部がチューブから距離を隔てて配置されるカラーを有することを特徴とするウ
ィンドウワイパープレートである。加えて、このカラーは、チューブから距離を隔てて及
び中空ロッドの自由端から距離を隔てて配置されてもよく、中空ロッドの自由端を介して
中空ロッドが突出部の周囲に配置される。したがって、カラーは、中空ロッドから解放さ
れ、すなわち、この中空ロッドによって覆われない。
【００２４】
　更なる利点及び特徴は、本発明の説明を読むと、また、添付図面からも明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係るウィンドウワイパープレートの第１の概略斜視図である。
【図２】約１６０°にわたって回転される図１のプレートの第２の概略斜視図である。
【図３】ウィンドウワイパーベアリングの個別的な図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　これらの図では、同一の要素が同じ参照数字を有する。
【００２７】
　ここで、図１～図３に関連して、本発明に係るウィンドウワイパープレート１の例示的
な実施形態の説明が与えられる。
【００２８】
　特に自動車両で使用され得るウィンドウワイパープレート１は、中空ロッド５の形態を
成す支持要素と、ウィンドウワイパーブレード駆動シャフト１１を支持するチューブ９を
有する少なくとも１つのウィンドウワイパーベアリング７とを備える。
【００２９】
　キャップ１３が、ウィンドウワイパーブレード駆動シャフト１１上へ滑り込まされて、
このシャフト１１とチューブ９との間の耐漏れ性を確保する。
【００３０】
　キャップ１３は、駆動シャフト１１を隙間なく取り囲むように寸法付けられる第１のリ
ングを有し、チューブ９を取り囲むように寸法付けられる第２のリング１２を支持するた
めに横壁が第１のリングを外側へ向けて略垂直に延ばす。キャップは、特にチューブ９の
内側で水の浸入を防止できるようにするシール手段を形成する。
【００３１】
　支持要素、すなわち、中空ロッド５は、前記ベアリング７により支持される突出部１５
を介して前記ベアリング７と協働する。中空ロッド５は、その自由基端１６を介して突出
部１５の周囲に滑り込まされる。
【００３２】
　例えば、この突出部１５は、例えば成形によってチューブ９と一体に形成され、或いは
、変形例では、溶接によってこのチューブ９に固定される付加部品の形態を成す。
【００３３】
　突出部１５は、中空ロッドを装着するのに十分大きい支持面を与えることができるよう
にする距離にわたって、チューブから径方向に突出しつつ延びる。突出部１５は、チュー
ブ９の軸の法線に対して傾けられる主軸に沿って延び、それにより、ウィンドウワイパー
プレート１の組み立て位置では、チューブ９から突出する駆動シャフト１１それ自体が（
図１に示される方向にしたがって）上方へ延びるときに突出部がほぼ下方へ延びる。した
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がって、突出部上の任意の水は、重力により、突出部１５の自由端へ向けて、したがって
中空ロッド５へ向けて流れる傾向があることが理解される。
【００３４】
　突出部とチューブ９との間の結合部は、補強リブ１７Ａ，１７Ｂの存在によって補強さ
れ、それぞれの補強リブは、チューブ９を突出部１５に接続する略三角形のブレースの形
態を成す。これらのリブは、チューブの軸と平行な軸方向で突出部の両側に配置される。
任意に、上側リブ１７Ａ及び下側リブ１７Ｂが図１に示される方向で特定されてもよい。
【００３５】
　図３において更に容易に分かるように、突出部１５は、その自由端の高さで、中空ロッ
ドの固定に寄与するように構成される固定域１８を有する。図示の例では、固定域が圧着
マークを有する。固定域１８は、中空ロッド５によってこれがその固定前に突出部１５上
へ滑り込まされるときに覆われるようになっている。図示の場合、適した形状の工具を使
用して圧着力が印加され、この工具は、例えば、固定域１８におけるマークの形状を補完
し、それにより、突出部１５の周囲に中空ロッド５を固定する。
【００３６】
　ウィンドウワイパーブレード駆動シャフト１１は、その下端（図では見える）で、ウィ
ンドウワイパー駆動機構（図示せず）に接続されるようになっているクランク１９に接続
される。
【００３７】
　その自由端が固定フランジ２３で終端する支持プレート２１が、突出部１５の反対側に
取り付けられ、それにより、ベアリング７を例えば自動車両の車体の要素に固定できる。
【００３８】
　中空ロッド５内へ水が流れ込むのを防止するために、突出部１５は、カラー２５の形態
を成す水偏向器を有する。このカラーは、中空ロッドへ向かう水の通過を防止するための
ストッパとして作用するべく、突出部の外周から径方向に突出しつつ延びる。
【００３９】
　「カラー」は、突出部１５の平均寸法の実質的な増大が存在し、それにより、駆動シャ
フトから到達してチューブに沿って流れる水がカラー２５によって食い止められて下流側
の中空ロッドに入り込まないように突出部から側方へ距離を隔てて取り除かれ得る領域を
意味するように理解される。
【００４０】
　カラー２５は、チューブ９から距離を隔てて突出部上に配置され、特に、チューブ９と
中空ロッド５の固定に寄与するように構成される固定域１８との間に配置される。したが
って、中空ロッド５が突出部１５上に組み付けられるときに、カラーは、チューブと中空
ロッド５の基端１６との間で延び、固定域１８が中空ロッドにより覆われる。つまり、カ
ラーは中空ロッドから解放され、すなわち、言い換えると、カラーは、それが中空ロッド
の上流側で水の流れを食い止めるための手段を形成するように、したがって、チューブ９
から突出部に沿って流れる液体が中空ロッドに入り込んで中空ロッド内で停滞しないよう
に、中空ロッドによって覆われない。
【００４１】
　カラーは、突出部１５の主軸を横切って配置されるプレートの形態を成す。図示の例で
は、カラー２５がチューブ９の軸と略平行な平面内で延びるが、突出部に沿って流れる水
を遮断する機能が適切に果たされれば、カラーが突出部１５の主軸に対して略垂直な平面
内で延び得ることが理解される。チューブ９及び突出部１５の軸に対するカラー２５の方
向は、特に、カラーが延在するチューブからの距離に応じて、したがって、カラーと接触
する水の到達方向に応じて選択されてもよい。
【００４２】
　図において分かるように、このカラー２５は、例えば、２ｍｍなど、数ｍｍの厚さとし
て、突出部１５と一体に形成される。
【００４３】
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　変形例（図示せず）によれば、カラー２５は、例えば強制的なスリービングによって突
出部上へ滑り込まされて突出部に固定されるべく例えば突出部１５の断面を補完する形状
の開口を有する適切な形状の付加部品である。
【００４４】
　図示の実施形態によれば、カラー２５が金属から形成される。
【００４５】
　変形例では、例えばプラスチック材料から、又は、弾性材料、特にエラストマーから、
例えばオーバーモールディングによって、或いは、カラー２５が付加部品であればカラー
を突出部１５上へ挿入することによって、カラーを形成することを想起できる。
【００４６】
　図から分かるように、カラー２５は一方向に伸長された形状を有する。この一方向に伸
長された形状の長軸Ｘは、一方向に伸長された形状の２つの最も反端側の点を結んで中心
を通る最も長い線分として規定される。また、この一方向に伸長された形状の短軸Ｙは、
一方向に伸長された形状の２つの点を接続して中心を通るとともに長軸に対して垂直な線
分によって規定される。
【００４７】
　一方向に伸長された形状のカラー２５は、該カラーが突出部に対して垂直であるか或い
は代わりにチューブの軸と平行であるように傾けられるかどうかにかかわらず、このカラ
ーの長軸Ｘがチューブ９の軸によって及び中空ロッド５の軸によって画定される平面内に
含まれるように方向付けられる。
【００４８】
　このタイプの方向性は、最大量の水が特に突出部よりも上側で突出部に沿って図１に示
される方向に流れる可能性が高い領域にわたって偏向器の寸法を増大させることができる
ようにし、それにより、水分保持機能を高めて、水が中空ロッドに入り込むことを防止し
、したがって、突出部の横方向の体積を増大させない。
【００４９】
　以上から明らかなように、カラー２５は、チューブ及び突出部に沿って流れる水のため
の偏向器を形成して前記水が中空ロッドに入り込むのを防止するためにチューブ９と中空
ロッド５の基端１６との間で突出部１５の周囲にわたって延びなければならないことが理
解される。
【００５０】
　有利な実施形態において、カラー２５の位置は、特に、チューブ９の軸に対するキャッ
プ１３のオフセットを越えて想起される。カラーのこの位置は、後述するように、偏向器
と支持ロッドとの間に水が入り込むことを防止するために有利である。
【００５１】
　図１及び図２は、ウィンドウワイパーブレード駆動シャフト１１に沿う水の下方への流
れを矢印２７によって示し、また、カラー２５は、水が突出部１５に沿って流れる、した
がって中空ロッド５に入り込むのを防止するための簡単で、効果的で、安価な手段である
ことが分かる。
【００５２】
　カラーは、好適には、キャップ１３のオフセットを越えて、すなわち、キャップの第２
のリング１２の突出部上の投影を越えて、チューブ９の壁から距離を隔ててチューブ９の
軸に沿って配置され、それにより、第２のリングの直径を介してチューブの径方向外側へ
向かって噴射される全ての水を遮断できるようにする。キャップ１３の第２のリング１２
により偏向される水（矢印２７の形態で見える）は、カラー２５の上流側で突出部１５に
出くわす。
【００５３】
　また、カラーの位置は、特に、カラーが補強リブ１７Ａ，１７Ｂの高さで該リブに当接
して突出部から突出しつつ延びるように想起される。
【００５４】
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　この配置は特に製造方法に関して興味深い。これは、カラーを形成するための材料の注
入が容易にされるからである。金型のこの領域では、材料がリブを形成するために既に注
入され、したがって、注入された材料が、カラーの形成に対応する金型の溝内へとあまり
深くまで行き渡らないはずである。この配置は、実際には、注入材料があまり必要とされ
ないため、経済的に及び重量に関して更に有益である。また、機械的挙動に関して、カラ
ーの突出部分は、リブの存在によって補強される。
【００５５】
　また、この配置は、カラーが付加部品として形成されるときにも有利である。これは、
例えばカラーを形成する断片が受け入れられる横方向切り欠きを設けることによりカラー
をリブに対して取り付けることが、突出部の円柱状の外周上よりも容易にされるからであ
る。

【図１】

【図２】

【図３】
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